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1. 目的 

本仕様書は、「給排水機器」の法定点検を適法に実施するため、最低限必要な事項を

定めるものであり本設備の偶発的な損傷及び経年劣化、老朽化、陳腐化等による人

身災害等を未然に防止すると共に点検結果による計画的な整備、修理等の資料を得

ることを目的とする。 

また、プール及び防火水槽の清掃については、プール利用者への人体保護とろ過機

や消火ポンプ等の設備保護を目的に実施する。 

なお、本仕様書に定めのない①再委託の禁止②用語の定義に関する規定③提出書類

等は、「委託役務業務共通仕様書（以下、共通仕様書という。）」（大阪府都市整備部

監修）の規定によるものとするが疑義が生じた場合は発注者と受注者が協議のうえ

定めるものとする。 

 

2. 委託名称 

交野市立小中学校給排水機器定期検査等業務委託 

 

3. 委託期間 

令和 8 年３月 27 日 から 令和 10 年 1０月 31 日 

 

 

4. 対象施設の所在地及び名称 

所在地  交野市星田３－３３－４ ほか 10 か所 

学校名称 交野市立星田小学校ほか 10 か所（別紙１の通り） 

 

5. 業務内容 

実施業務の概要は次の通り （業務の詳細は別紙２のとおりとする） 

受水槽・高置水槽清掃及び法定検査(水質検査)と電極の点検、清掃・・・３校分   

（旭、藤が尾、私市、） 

揚水ポンプの点検 （旭、藤が尾、私市）           ・・・・3 校分 

プールの清掃（全小学校８校、全中学校３校）        ・・・1１校分 

防火水槽清掃は令和 8 年のみ実施（第三中学校）        ・・・・１校分 

但し、警報の養生が必要なので消防設備点検と同時に実施すること。 

仮設排水ポンプによる排水作業及び水張り復旧作業を含む。 

また、槽内の酸素濃度を測定し、必要において換気ファン等を使用すること。 
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6. 技術管理者 

1） 技術管理者１名選任して書面で届出ること。（社員証等の写しを添付必要） 

2） 技術管理者は、業務計画書を作成し業務従事者に業務目的、作業内容及び発

注者の指示事項を伝え、その周知徹底を図る。 

3） 技術管理者は、業務従事者以上の経験及び知識、技能を有する者とする。 

なお、技術管理者は業務従事者を兼ねることができる。 

 

7. 業務従事者 

1） 業務従事者は、作業員名簿に記載して届出ること。（社員証等の写しを添付） 

2） 作業に当たっては、制服（作業着）、名札、保護具を着用すること。 

3） 業務従事者は、技術管理者の指示に従い不安全行動をしないこと。 

4） 業務従事者が当該業務を執行することに不適当と認めた場合、受注者に対し

てその者の変更を求めることができる。 

 

8. 提出書類 

1） 委託業務一般事項は、共通仕様書のとおりとする。 

2） 点検報告書は、年度ごとに整理し提出すること。 

3） 点検報告書はインデックス用紙に学校名を順番に明記し、整理すること。 

順番は、別紙１の通りの順番とする。 

4） 不具合・故障等報告書及び修繕案と概算見積を様式により提出すること。 

 

９．その他 

 １）支払いについては、契約額を３で割った金額を各年度完了後の支払いとす

る。 
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様 式 

 

不具合・故障等報告書及び修繕案と概算見積 

 

 

標記の件について、仕様書８－３）に基づいて、次の通り報告します。 

 

１．不具合・故障内容 

 １－１．詳細写真 全体の場所と詳細部分が分かるもの 3～4 枚 

 １－２．写真の詳細説明を添える 

 

２．修繕案 

  詳細がわかるように、箇条書きに記載する 

 

 

３．概算見積 

  

No 名  称 数 量 単 価 計 備  考 

     出典など 

      

      

      

 

 

 

 



別　紙　１

二中 倉治小

郡津小

四中

私市小

星田小

岩船小

藤が尾小

三中

旭小
妙見坂小

市役所

青年の家

教育委員会
（まなび舎整備課）
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